
 

多文化共生センターにおける取り組みについて 

 

 甲賀市における外国人人口は４，５００人を超え、人口に占める割合は、全国平

均の２．４％を大きく上回り、５％を超えたところです。 

 グローバル化の進展により、国籍や民族の異なる人々が共に暮らし、共に働くこ

とが当たり前となるなか、市内立地企業の要望を受け、地域の産業を支える人材を

さらに呼び込むとともに、外国人市民が家族とともに、地域にいつまでも定住し続

けていただくことが、持続可能な自治体経営を進めていくうえで必要不可欠となっ

ています。 

 令和６年５月に開設する甲賀市多文化共生センターにおいては、これらの外国人

が家族とともに地域で暮らす市民として定住し続けていただく「いつもの暮らし」

を支える機能として、まずは「外国人相談」「日本語教室」「子どもの学習支援」に

取り組みます。 

 

１．概要 

 より多様なニーズを把握し、外国人が人生のどのステージにおいても安心して暮

らしつづけることができるよう、切れ目のない施策を常にアップデートし続けると

ともに、外国人と日本人が共に支え合って暮らせる「多文化共生社会」を実現する

ことを目的として、本業務を一般社団法人甲賀市国際交流協会に委託します。 

 

（１）外国人相談 

  ①相談窓口の運営 

  ②相談窓口の周知 

  ③市の担当課・支援機関との連携 

 

（２）日本語教育 

  ①日本語教室の企画・運営 

  ②学習者の募集 

  ③学習者のニーズ調査 

  ④カリキュラムや教材の見直し 

  ⑤派遣型日本語教師（個人・法人）の企画・運営 

  ⑥新規日本語ボランティアの募集 

  ⑦日本語ボランティアへの研修 

 

（３）子どもの学習支援 

  ①放課後等における学習支援教室の企画・運営 

  ②参加する児童生徒の募集 

  ③参加する児童生徒やその保護者との連絡調整 

  ④指導者の勤怠管理 

  ⑤かわせみ教室及び各小中学校等との連携 

  ⑥学齢期超過の外国にルーツを持つ子どもに対する高校進学支援教室の企画・ 

   実施 

資料
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２．業務委託内容 

 

（１）相談窓口の運営 

 ・外国人市民、日本人市民（企業、コミュニティ関係者）を問わず、傾聴により 

  相談者の課題を整理し、課題解決のための手法を提案するとともに、適切な支 

  援機関等を紹介する。 

 ・相談者の各種申請、手続き等の入力および記入を補助する。 

  ※入力および記入内容に関する責任は、相談者本人が負うものとする。 

 ・相談者の能力や状況を見極めたうえで、必要に応じて同行支援を実施する。 

  ※原則として、相談者の自己解決能力に期待し、自立に繋がる支援を提供する 

   こととするが、明らかに自力での解決が難しいと認める場合には、市の合 

   意を得た上で同行支援等を実施する。 

 ・相談予約の受付および相談内容を記録するとともにデータベース化を図る。 

 

（２）相談窓口の周知 

 ・企業及び外国人コミュニティ、キーパーソンを通じた伝達など、ＳＮＳ等を活 

  用した周知を行う。 

 ・案内チラシを作成するとともに、企業、公共施設、商業施設に配置する。 

 ・よくある相談（ごみの捨て方など）を情報にまとめ、必要に応じて発信する。 

 

（３）市の外国人相談員との連携、定例ミーティングの開催 

 ・オンラインプラットフォーム等を用いて、市役所の外国人相談員と相談内容 

  を記録、共有するなど、効率的、効果的な相談対応に努めること。 

 ・市職員および外国人相談員との定例ミーティングを隔週１回開催する。 

 ・月次報告に基づき、毎月、市職員同席のもとミーティングを開催する。 

 

２．日本語教育 

（１）日本語教室の企画・運営 

  学習者のニーズを踏まえたうえで、開催日程、開催地、内容を検討し、センタ 

 ー及び地域での入門および初級の日本語教室を開催する。（年間７～８コース） 

 

（２）学習者の募集 

  広報、ＳＮＳ、外国人を雇用する事業所、外国人コミュニティやキーパーソン 

 からの伝達など、様々な方法を駆使して、外国人市民に参加いただけるよう募集 

 周知する。 

 

（３）学習者のニーズ調査 

  外国人市民を対象として、開催日程、開催地、内容等についてのニーズ調査を 

 実施する（年間２回）。また、受講終了者へのアンケートにより、内容等の改善を 

 図る。 
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（４）カリキュラムや教材の見直し 

  滋賀県主催「はじめよう！にほんご」のカリキュラムと副教材、国際交流基金 

 日本語国際センター編著「いろどり」をベースとしながら、随時内容を見直す。 

 

（５）派遣型日本語教師（個人・法人）の企画・運営 

  日本語指導有資格者を募集・登録し、市主催の日本語教室にアクセスできない 

 外国人市民や市内事業所に派遣する。 

 

（６）新規日本語ボランティアの募集 

  地域日本語教室で活躍する日本語ボランティアを発掘するとともに育成を行う。 

 

（７）日本語ボランティアとの連携と研修 

  既存の日本語ボランティアと情報共有し、状況に応じたスキルアップ研修を実 

 施する。（年２回程度） 

 

３．子どもの学習支援 

（１）学習支援教室の企画・運営 

  児童生徒や保護者、学校や地域のニーズを把握したうえで、開催日程、開催地 

 域、内容等を検討し、平日放課後における学習支援教室を開催する。 

 (原則、火曜日から金曜日の１６時から１８時) 

 

（２）参加する児童生徒の募集 

  学校、ＳＮＳ、外国人を雇用する事業所、外国人コミュニティやキーパーソン 

 からの伝達等、様々な方法を駆使して、多様な児童生徒の参加を呼び掛ける。 

 

（３）参加する児童生徒や保護者との連絡調整 

  入室時の受付や教室から保護者にお知らせがあった場合の連絡調整を行う。 

 

（４）指導者の勤怠管理 

  指導者のシフト作成、欠員時のフォロー等を行う。 

 

（５）かわせみ教室及び各小中学校等との連携 

  支援が必要な児童生徒の情報を共有するとともに、より効果的な教科学習支援 

 を検討、実施する。 

 

（６）学齢期超過の外国にルーツを持つ子どもに対する高校進学支援の実施 

  義務教育課程を母国で終えて来日した子どもの高校進学にかかる日本語及び教 

 科指導、受験、入学手続きを支援する。 
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多文化共生センターの開設に向けたタウンミーティングの結果について 

 

 

１．目的 

   令和６年度に開設を予定している（仮称）甲賀市多文化共生センターにおいて、 

   外国人市民や日本人市民が期待する機能について、広く意見を聴取するため、一 

  般社団法人甲賀市国際交流協会との共催により、タウンミーティングを開催し 

  ました。 

 

２．開催概要 

 （１）日時 令和５年９月２日（土）１０時から１２時まで 

 （２）会場 水口中央公民館 鹿深ホール 

 （３）参加人数 ３８人（うち外国人市民：８人程度） 

 （４）プログラム 

    ア．多文化共生センターの概要について 

    イ．（一社）甲賀市国際交流協会の活動について 

    ウ．グループディスカッション 

    エ．全体共有 
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３．主な意見および今後の対応策（検討事項） 

 

Ｑ１．外国人市民の多くは就業者である。休日、夜間においても相談できる 

   体制を検討してほしい。 

 Ａ１．○休日対応（月曜日休業）とします。 

    ○夜間については、ニーズに応じて柔軟な対応方法を検討します。 

 

Ｑ２．多言語による相談に対応できるようにすべき。 

 

 Ａ２．多言語通訳機器の導入や通訳者の配置を検討します。 

 

Ｑ３．多文化共生センターに訪れることができない方への対応方法を検討し 

   てほしい。 

 Ａ３．出張相談やオンライン相談など多様な相談体制を整えます。 

 

Ｑ４．相談者がいわゆる「たらい回し」とならないよう、庁舎における外国 

   人相談員（通訳）との連携や相談内容の共有が必要ではないか。 

 Ａ４．庁舎（特に市民環境部生活環境課）との連携体制の構築や、相談内容の 

    データベース化を検討します。 

 

Ｑ５．多文化共生センターにおいて、全ての相談を解決することは難しい。 

   様々な相談機関との連携や病院等への同行支援も検討してほしい。 

 Ａ５．出入国在留管理局や日本年金機構などへの「つなぎ役」となるとともに、 

    伴走支援や同行支援の方法について検討します。 

 

Ｑ６．外国人市民と地域住民とのトラブルを未然に防ぐためのサポート体制 

   を整えてほしい。 

 Ａ６．外国人市民の転入時の生活オリエンテーションの開催等や、各区・自治 

会からの相談（通訳）への対応を検討します。 

 

Ｑ７．外国人相談窓口ができることを外国人市民（市内外）へ周知してほし

い。 

 Ａ７．多文化共生センターの開設について、ＳＮＳやチラシ等により広く周知 

    できる方法を検討します。 

 

Ｑ８．日常で使える日本語を学べる教室を開催してほしい。 

 

 Ａ８．日本語が全く話せない方（日本語ゼロ初級者）を対象とした日本語教室 

    の開催に向けて、今後調整を図ります。 
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Ｑ９．ボランティアによる日本語教室には限界がある。プロによる指導体 

   制を整えるべきではないか。 

 Ａ９．有資格者（プロ）の日本語教師の登録制度を設け、日本語ゼロ初級者へ 

の指導や企業への派遣などについて検討します。 

 

Ｑ１０．日本語教室までの移動手段がない外国人市民への対応策を検討して 

    ほしい。 

 Ａ１０．オンライン教室の開設や個別対応について検討します。 

 

Ｑ１１．「外国につながる子ども学習支援」を土曜日だけでなく、放課後（平日）も

開催することで、小中学校（教員）の支援をしてほしい。 

 Ａ１１．多文化共生センターにおいて、児童、生徒が学習習慣を身につけるた 

     めの支援体制を構築します。 

 

Ｑ１２．学習支援教室まで通うための手段を検討してほしい。 

 

 Ａ１２．移動手段の確保および分散型の教室開催などについて検討します。 

 

Ｑ１３．義務教育終了後や学齢超過等で来日した子どもたちが、高校進学を 

    目指すための支援ができないか。 

 Ａ１３．日本語指導や教科学習指導、進学ガイダンスの開催について検討します。 

 

Ｑ１４．外国にルーツのある子どもたちが、自らの国の書籍を読める場が必 

    要ではないか。 

 Ａ１４．外国語図書の設置について、関係機関と調整します。 

 

Ｑ１５．外国人市民と日本人市民が気軽に交流できるカフェスペースにおい 

    て、外国人などが食品等を販売できるようにしてほしい。 

 Ａ１５．保健所等との調整のうえ、許認可が可能な範囲を模索します。 

 

Ｑ１６．（一社）甲賀市国際交流協会の事務局体制の強化が必要ではないか。 

 

 Ａ１６．多文化共生センターにおける事業が持続可能な形で運営できるよう、 

     甲賀市国際交流協会と協議うえ、市の支援方法を検討します。 
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４．その他の意見（概要） 

分類 意見 

多文化共生の

課題 

身近にいても外国人市民と日本人市民が関わる機会が少ない 

コミュニケーションの場が少ない 

外国人市民に対する関心のなさや偏見がある 

外国人市民の生活の実態を把握できていない 

外国人市民へ情報が届いていない 

外国人市民が情報へアクセスしにくい 

行政の制度、システムがわからない 

市域が広く、地域によって外国人支援に格差が生じている 

日本人市民、外国人市民、企業などのすべてが多文化共生を理解

しなければならない 

そもそも「多文化共生」の言葉を知らない人も多い 

外国人市民の増加と比して、体制、制度が整っていない 

外国人相談 相談できる時間を柔軟にしてほしい 

些細なことでも相談できる雰囲気が必要 

少しおせっかいなくらい世話を焼いてほしい 

相談を受けたら適切な関係機関に「つなぐ力」が必要 

行政機関の横のつながりを充実させてほしい 

ワンストップ窓口はできないか 

外国人受け入れ企業や地域住民など、日本人の外国人相談にも対

応してほしい 

日本語教室 日本語教室は水口地域のみであり、水口地域以外に住んでいる外

国人市民が利用しづらい 

外国人市民のいる地域での日本語教室を開催してほしい 

日本語教室のボランティア、指導者が不足している 

指導者の育成講座や研修が必要 

外国人の日本語指導者がいれば安心できる 

日本人市民や企業がやさしい日本語を学ぶ機会づくり 

企業の協力が必要である 

外国人市民のニーズを把握すること 

日本語のレベル別の教室があればよい 

日本の文化を学べるレッスンがあってもよい 

地域における交流会に参加していただきたい 

子どもの 

学習支援 

放課後の学校の教室を利用して学習支援ができないか 

地域の集会所やコミュニティセンターで開催してはどうか 

子ども食堂など様々な支援グループとの連携を促進してほしい 

中学校卒業後や外国人学校卒業後の進学支援などが必要 

在留資格の変更支援 

センターが市内企業とのつなぎ役を担ってほしい。 
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心理的支援が必要な児童生徒もいる 

子どもの 

学習支援 

児童の学習支援については、必ずしも専門性が必要ではない 

子どものバックグラウンドを知ることが大切 

ボランティア、指導者の掘り起こしが必要 

外国人児童の保護者に向けて「日本の教育」を説明する場づくり 

その他 「食」を通じた交流の場づくり 

文化交流が必要 

外国人コミュニティの拠点となってほしい 

外国人市民、日本人市民を問わず気軽に交流ができる場 

多言語の情報収集が簡単にできるような機能が必要 

人材育成の場となってほしい 

センターの運営に外国人市民が携われるようにできないか 

同敷地内にある少年センターとの連携による非行防止 

子ども多文化共生センターの設置 

外国人市民の転入時の生活オリエンテーションの実施 

医療通訳の言語がポルトガル語とスペイン語に限られている。 

避難所機能を持たせる。 
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『多文化共生センター』
ってなにですか︖

1

『多文化共生センター』
ってなにですか︖

多文化共生センターってなに︖
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2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

比率 2.87% 2.98% 3.22% 3.53% 4.03% 4.23% 4.28% 4.65%

甲賀市の人口推移
4,142人

4

外国人人口（国籍別）の推移

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

その他 328 202 242 282 353 354 335 418
ベトナム 192 236 331 492 628 679 865
フィリピン 333 305 309 315 354 350 323 336
韓国・朝鮮 253 252 239 234 222 218 207 194
ペルー 256 292 313 331 338 345 354 378
中国・台湾 399 365 348 358 425 409 302 292
ブラジル 1,073 1,128 1,254 1,365 1,472 1,512 1,627 1,659
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5

多文化共生センターってなに︖

相談（現状）
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7

○外国人相談員（ポルトガル語、スペイン語）
○通訳タブレット（14言語対応）

○スペイン語話者456人

○ベトナム語話者996人
（2023年7月31日現在）

ポルトガル語、スペイン語以外の相談が少ない︕

相談窓口（対応言語） 相談（課題）

8

１．「どこに」相談したらよいのかわからない

２．市役所では原則「行政手続き」対応のみ

３．相談できる場所が「散在」
（関係課、機関も連携できていない）

誰もが気軽に立ち寄れる
外国人市民の居場所が必要︕

課題
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日本語教室（現状）

9

2022年度国フェス アンケート（１）
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したい したくない

%

日本語教室（現状）

10
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5
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6
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1

どんな日本語を勉強したいか
生活の日本語 仕事の日本語
日本語能力試験の勉強 読み書き（ひらがな、漢字など）
文法

2022年度国フェス アンケート（２）

%

虹 にんじゃ
しごとの
ための
にほんご
（JICE）

オンライン
交流会

はじめよう︕
にほんご
（県）

活動日 月曜日
随時個別 土曜日

月曜日
水曜日
金曜日

日曜日 土曜日
日曜日

学習者
（人） 約３０人 約５０人 約２０人 約１０人 約１５人

スタッフ
（人）

ボランティア
１３人

ボランティア
１３人 委託

職員１人
ボランティア

１人
委託

甲賀市内の日本語教室

11

日本語教室（課題）

12

１．日本語が話せないことで、安心して日常
生活を送れない外国人市民がいる。

２．日本語を学びたい外国人が増加しており、
現在のボランティアによる日本語教室だけ
では、対応が難しくなりつつある。

３．日本語が全く話せない（日本語ゼロ初級者）
を指導できる専門的な人材が限られている

日本語ゼロ初級者への
言語保障が必要︕

課題

13



子ども学習支援（現状）

13
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日本語指導が必要な外国人児童生徒数 子ども学習支援（現状）

14

学校現場における外国人児童への課題認識

令和４年度教職員アンケートより（回答数２２４件）

67％（150件）日本語能力が不足している
66％（148件）教科学習が遅れている

1位︓どのように教科を教えたらよいかわからない
2位︓取り出し指導や入り込み指導の時間が少ない
3位︓どのように日本語を教えたらよいかわからない

子ども学習支援（現状）

15

こども学習会 参加者数
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子ども学習支援（課題）

16

１．日本語がわからない⇔授業についていけない
２．学校現場においても、十分な対応ができない
３．言語保障、学習保障は行政がフォローすべき。

⇔無償ボランティアによる対応には限界もある。
４．保護者も日本語を読むことが難しく、家庭学習の

習慣がない児童生徒もいる
５．義務教育を終えた子どもの高校進学への支援体制

が不十分

学習習慣を身につけるため
のサポートが必要︕

課題

14



17

多文化共生センターってなに︖

18

（仮称）甲賀市多文化共生センター
令和6年（2024年）5月オープン予定︕

19

自転車置き場

倉庫

控え室

集会所

保護司

相談室

相談室

相談室

相談室 少年センター

倉 庫

倉 庫

倉 庫

団体室 研修室① 研修室② 研修室③

中庭 中庭

調理室 研修室④

事務室②
多文化共生

事務室①
多文化共生

喫茶

エントランスホール

公 民 館
事 務 室

自治振興会事務室

自転車置き場

20

ものづくり企業、福祉事業所等における人
材不足が顕在化するなか、地域産業を支える
人材を呼び込むとともに、単身、短期の労働
力ではなく、家族とともに地域で暮らす市民
として定住し続けていただくため、「いつも
の暮らし」を支える機能をもった（仮称）甲
賀市多文化共生センターを設置します。

目的

15
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○多文化共生センターは「外国人市民の日常（いつも）の
暮らし」を支えるための機能をもちます
（≠イベントや交流などの非日常）

○「相談」「学び」「交流」の3つの機能を有するとともに、
定住につなげるための軸となる事業を「①外国人相談」
「②日本語教室」「③子どもの学習支援」とします。

 相談時間は9時から17時まで
 日本語教室や学習支援は時間外での対応可
 休館日は月曜日を想定

開館時間・休館日（予定）

①相談 ③子ども学習支援

②日本語教室

①相談

23

目的
気軽に相談できる場所をつくる
外国人市民の居場所

 市では対応できない相談への対応
（例︓在留資格、社会保険、労
働、経営、起業など）

 多様な相談体制（対面、オンライ
ン、出張相談など）

 個室を設けて相談しやすい環境を
つくる

②日本語教室

24

目的
最低限の日本語を習得し、
安心して甲賀市で暮らせる

 ゼロ初級者向けの日本語教
室の実施
 企業への出張日本語教室

16



③子ども学習支援

25

目的
 学校外での学習習慣を身に

つけることで、教科学習の
遅れを防ぐ
 高校進学することで、将来

の選択肢を増やす

 放課後学習支援
 高校進学支援

みんなでつくる︕
多文化共生センター

#

最後も好きなデザインで
どうぞ。

このままでもよいです。
※一度、全体を通して
しゃべって何分になるか
教えてください。

Thank you 
for listening!
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